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新
潟
県
教
育
界
に
お
け
る

「
学
閥
」
問
題

（
第
七
回
）

に
い
が
た
県
民
教
育
研
究
所
「
学
閥
」
研
究
会

第
三
章

学
校
の
民
主
的
運
営
・
民
主
的
教
師
集
団
づ
く

り
と
「
学
閥
」
（
そ
の
一
一
）

｜
｜
管
理
主
義
教
育
体
制
か
ら
学
校
・
教
師
・
子
ど
も
が
活
力
を

と
り
も
ど
す
た
め
に
l
！

今
回
は
ま
ず
最
初
に
、
戦
後
、
「
管
理
主
義
教
育
」
路
線
が
ど
の

よ
う
な
狙
い
の
も
と
に
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
き
た
の
か
を
歴

史
的
に
ふ
り
か
え
り
、
そ
れ
と
の
た
た
か
い
に
つ
い
て
も
若
干
ふ
れ

る
。
次
に
校
務
分
掌
を
中
心
と
し
た
学
校
の
運
営
に
つ
い
て
分
析
し
、

そ
の
問
題
点
お
よ
び
「
学
閥
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
ベ
る
。
最
後

に
最
近
ま
す
ま
す
「
過
熱
」
、
「
低
年
齢
化
」
し
て
い
る
派
閥
の
若
手

会
員
「
勧
誘
」
の
実
態
に
つ
い
て
の
ベ
る
。

‘、

B
、
戦
後
の
管
理
主
義
教
育
体
制
強
化
の
系
譜

l
l
管
理
強
化
・
多
忙
化
・
教
育
内
容
統
制
の
「
歴
史
」
と
た
た
か

現
在
の
学
校
に
お
け
る
管
理
強
化
・
多
忙
化
・
教
育
内
容
の
し
め

つ
け
は
戦
後
の
「
国
策
」
と
し
て
の
教
育
政
策
に
そ
の
根
源
を
も
ち
、

「
派
閥
」
は
そ
れ
を
新
潟
県
の
学
校
現
場
の
す
み
ず
み
に
ま
で
「
し

み
わ
た
ら
せ
」
て
き
た
。
と
乙
で
は
そ
の
「
歴
史
」
に
つ
い
て
簡
単

に
ふ
り
か
え
っ
て
み
よ
う
。

ー
、
池
国
・
ロ
パ

l
ト
ソ
ン
会
談
と
狙
わ
れ
る
「
教
育
」

戦
後
、
日
本
国
民
は
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、
戦
争
の
放
棄
を
明

記
し
た
日
本
国
憲
法
に
よ
っ
て
そ
の
決
意
を
新
た
に
し
た
。
し
か
し
、

一
九
五

O
（
喧
豆
〉
年
の
朝
鮮
戦
争
を
主
な
契
機
と
し
て
ア
メ
リ

カ
の
世
界
戦
略
の
も
と
で
日
本
の
「
再
軍
備
」
が
画
策
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
し
か
し
憲
法
に
も
一
示
さ
れ
た
日
本
国
民
の
平
和
へ
の
決

意
と
そ
の
も
と
で
の
教
育
は
乙
れ
ら
の
思
惑
の
「
陣
普
」
と
な
っ
た
。

一
九
五
三
（
哩
マ
八
）
年
十
月
、
ロ
パ
l
ト
ソ
ン
国
務
次
官
補
と
会

談
し
た
池
田
勇
人
自
由
党
政
調
会
長
は
「
防
衛
の
た
め
の
教
育
の
実

施
」
を
ア
メ
リ
カ
当
局
に
確
約
し
た
〈
太
自
発
編
著
「
戦
後
日
本
教
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育
史
」
、
一
九
七
八
年
、
岩
波
書
店
）
。
す
な
わ
ち
、
日
本
側
代
表
聞
は

日
本
が
十
分
な
「
防
衛
努
力
」
を
完
全
に
実
現
す
る
う
え
で
附
法
律

的
制
約
、
同
政
治
的
社
会
的
制
約
、
例
経
済
的
制
約
、
同
実
際
的
制

約
の
四
つ
の
「
制
約
」
が
あ
る
と
し
、
「
法
律
的
制
約
」
と
し
て
は

憲
法
第
九
条
の
存
在
が
大
き
く
、
「
政
治
的
社
会
的
制
約
」
と
し
て
は

戦
争
放
棄
の
「
占
領
政
策
」
が
日
本
人
、
と
く
に
防
衛
の
任
に
ま
ず

つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
青
少
年
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、

日
本
政
府
は
教
育
お
よ
び
広
報
に
よ
っ
て
日
本
に
愛
国
心
と
自
衛
の

た
め
の
自
発
的
精
神
が
成
長
す
る
よ
う
な
空
気
を
助
長
す
る
乙
と
に

第
一
の
責
任
を
も
っ
ζ
と
を
約
束
し
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
平
和
教

育
の
に
な
い
手
で
あ
っ
た
日
教
組
の
運
動
は
「
敵
視
」
さ
れ
、
一
九

五
四
年
五
月
に
は
中
央
教
育
審
議
会
（
一
九
五
二
年
六
月
設
置
）
の
答

申
を
う
け
て
日
教
組
の
活
動
の
抑
圧
を
主
た
る
狙
い
と
し
た
「
教
育

公
務
員
特
例
法
」
の
改
正
（
一
二
条
の
三
の
新
設
）
と
「
義
務
教
育
諸

学
校
に
お
け
る
教
育
の
政
治
的
中
立
の
確
保
に
関
す
る
臨
時
措
置

法
」
（
い
わ
ゆ
る
「
教
育
二
法
」
）
が
日
教
組
な
ど
の
反
対
を
押
し
切
っ

て
成
立
し
た
。

新縄県教育界における「学閥J問題（第七回）

2
、
教
育
の
地
方
自
治
を
圧
殺
す
る
「
地
教
行
法
」
の
強
行
成
立

と
「
学
校
管
理
規
則
」
の
制
定

一
九
五
五
（
昭
三
O
）
年
か
ら
の
数
年
間
は
現
在
の
管
理
主
義
教

育
の
体
系
が
一
気
に
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
時
期
と
し
て
極
め
て
重

要
で
あ
る
。
新
潟
県
教
育
界
の
雰
囲
気
も
と
の
頃
か
ら
急
激
に
「
息
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苦
し
く
」
な
っ
た
。
教
育
行
政
に
お
け
る
「
管
理
主
義
」
の
態
様
に

は
①
教
育
に
お
け
る
「
自
治
」
を
否
定
し
、
「
上
か
ら
下
へ
」
の
命

令
系
統
に
も
と
ず
く
各
段
階
で
の
教
育
行
政
の
管
理
、
②
「
全
人
格

的
服
従
」
と
権
利
の
行
使
の
制
限
に
む
か
つ
て
っ
き
進
ん
で
い
く
個

々
の
教
員
の
「
人
的
管
理
」
、
そ
れ
に
＠
教
育
内
容
を
管
理
・
統
制

す
る
「
教
育
内
容
統
制
」
の
三
つ
の
側
面
が
あ
る
が
、
乙
れ
ら
は
不

可
分
の
も
の
と
し
て
統
一
的
に
「
管
理
」
が
強
め
ら
れ
て
い
く
。

一
九
五
五
（
昭
三
O
）
年
八
月
、
日
本
民
主
党
教
科
書
問
題
特
別

委
員
会
は
「
う
れ
う
べ
き
教
科
書
の
問
題
」
と
題
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
に
よ
り
、
教
科
書
の
内
容
に
対
す
る
攻
撃
を
開
始
し
た
。
乙
の
年

の
十
一
月
に
は
自
由
党
と
日
本
民
主
党
が
保
守
合
同
し
て
自
民
党
と

な
り
、
一
九
五
六
（
昭
三
一
〉
年
三
月
八
日
に
は
「
地
方
教
育
行
政

の
組
織
及
、
び
運
営
に
関
す
る
法
律
」
案
（
「
地
教
行
法
」
案
〉
を
、
同

十
三
日
に
は
「
教
科
書
法
」
案
お
よ
び
「
臨
教
審
法
」
案
の
三
つ
の

法
案
（
い
わ
ゆ
る
「
教
育
三
法
」
）
を
国
会
に
提
出
し
た
。
「
地
教
行

法
」
案
は
「
新
教
育
委
員
会
法
」
案
と
も
い
わ
れ
、
そ
れ
ま
で
住
民

の
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
い
た
教
育
委
員
を
任
命
制
に
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
文
部
大
臣
及
び
教
育
委
員
会
相

E
聞
の
関
係
等
」
な
る
章
（
第
五
章
）
を
わ
ざ
わ
ざ
設
け
、
教
育
の

地
方
自
治
の
精
神
に
た
っ
て
そ
れ
ま
で
「
対
等
」
の
関
係
に
あ
っ
た

都
道
府
県
教
育
委
員
会
と
市
町
村
教
育
委
員
会
の
「
関
係
」
を
「
指

導
助
言
」
権
、
「
措
置
要
求
」
権
を
新
た
に
盛
り
乙
む
ζ
と
に
よ
っ

て
国
↓
都
道
府
県
↓
市
町
村
教
育
委
員
会
の
「
上
下
の
関
係
」
に
改
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め
、
全
国
の
学
校
現
場
を
行
政
的
に
「
中
央
直
結
」
に
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
教
科
書
法
」
案
は
教
科
書
検
定
の
強
化

を
狙
い
と
し
、
「
臨
教
審
法
」
案
は
「
臨
教
審
」
を
設
置
し
て
憲
法

・
教
育
基
本
法
に
も
と
ず
く
戦
後
の
民
主
教
育
の
「
見
直
し
」
を
行

お
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
乙
れ
ら
に
対
し
、
国
会
の
内
外
で
激

し
い
反
対
運
動
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
二
一
月
十
九
日
に
は
矢
内
原
忠

雄
東
大
総
長
ら
十
大
学
長
は
「
文
教
政
策
の
傾
向
に
関
す
る
声
明
」

を
発
表
し
、
文
教
政
策
が
政
争
の
具
に
供
さ
れ
て
い
る
現
実
を
憂
え
、

教
育
委
員
会
や
教
科
書
制
度
の
改
正
が
民
主
的
制
度
を
根
本
的
に
変

更
し
、
教
育
の
国
家
統
制
を
復
活
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し

た
。
二
一
月
二
十
七
日
に
は
勝
田
守
一
東
大
教
授
ら
六
一
七
名
の
学
者

・
文
化
人
が
「
学
問
・
思
想
の
自
由
を
守
り
、
教
育
の
統
制
に
反
対

す
る
声
明
」
を
発
表
し
、
二
十
九
日
に
は
全
国
地
方
教
育
委
員
会
連

絡
協
議
会
、
日
教
組
、
日
本
子
ど
も
を
守
る
会
な
ど
十
四
の
教
育
団

体
が
地
教
行
法
の
撤
回
を
求
め
る
共
同
声
明
を
出
し
た
。
ま
た
日
本

教
育
学
会
、
日
本
社
会
教
育
学
会
か
ら
も
、
教
育
行
政
の
中
央
集
権

化
と
教
育
内
容
の
国
家
統
制
を
強
化
し
、
政
党
の
教
育
支
配
に
道
を

聞
く
も
の
で
あ
り
、
教
育
の
自
主
性
と
創
意
工
夫
に
あ
ふ
れ
た
活
発

な
教
育
活
動
を
抑
圧
す
る
危
険
性
が
い
ち
じ
る
し
い
と
の
意
見
が
出

さ
れ
た
。
反
対
運
動
の
高
ま
り
の
中
で
、
政
府
・
自
民
党
は
乙
れ
ら

三
法
の
う
ち
地
教
行
法
案
、
だ
け
は
何
が
何
で
も
通
す
と
い
う
強
硬
方

針
を
と
り
、
四
月
二

O
自
に
は
逐
条
審
議
も
不
十
分
な
ま
ま
衆
議
院

で
可
決
、
そ
し
て
六
月
二
日
に
は
議
長
の
要
請
で
五

O
O人
の
笹
官
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が
出
動
す
る
中
で
地
教
行
法
は
参
議
院
で
可
決
・
成
立
し
た
。
（
前

掲
、
「
戦
後
日
本
教
育
史
」
、
山
住
正
己
「
日
本
教
育
小
史
」
、
一
九
八
七
年
、

岩
波
新
脅
）
。

地
教
行
法
〈
一
九
五
六
年
六
月
三
十
日
公
布
、
十
月
一
日
施
行
〉
が
成

立
す
る
と
、
文
部
省
は
早
速
、
各
都
道
府
県
教
委
に
「
学
校
管
理
規

則
」
の
「
モ
デ
ル
」
を
つ
く
ら
せ
た
。
乙
れ
は
本
来
、
地
教
行
法
第

三
三
条
に
も
と
c

つ
い
て
、
学
校
の
設
置
者
た
る
市
町
村
教
育
委
員
会

が
定
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
県
教
育
委
員
会
は
「
基
準
」
（
「
市
町
村

立
及
び
組
合
立
学
校
管
理
運
営
の
基
準
に
関
す
る
規
則
」
）
を
設
け
て
「
学

校
管
理
規
則
」
の
内
容
的
規
制
を
行
い
、
か
つ
「
準
則
」
（
「
市
町
村

立
及
び
組
合
立
学
校
管
理
運
営
に
関
す
る
準
則
）
と
し
て
そ
の
成
文
化
し

た
「
モ
デ
ル
」
を
示
し
た
。
新
潟
県
内
の
各
市
町
村
教
育
委
員
会
の

設
け
て
い
る
「
学
校
管
理
規
則
」
は
こ
の
「
準
則
」
と
一
条
一
条
ほ

と
ん
ど
同
じ
で
あ
り
、
そ
れ
は
結
局
「
国
家
的
基
準
」
に
符
合
し
て

い
る
。
新
潟
県
に
お
け
る
「
基
準
」
の
制
定
は
一
九
五
七
（
昭
三
二
）

年
四
月
十
二
日
、
「
準
則
」
の
提
示
は
五
月
一
日
で
あ
る
。
現
行
の

「
学
校
管
理
規
則
」
に
は
学
年
、
学
期
及
び
休
業
日
、
教
育
課
程
及

び
生
徒
指
導
等
、
教
材
の
取
扱
（
削
教
材
の
届
出
な
ど
て
職
員
の
編

成
（
教
頭
の
職
務
や
主
任
の
設
置
、
校
長
に
よ
る
校
務
分
掌
の
命
令
や
そ
の

届
出
な
ど
て
職
員
の
服
務
、
指
導
要
録
及
び
表
簿
な
ど
が
規
定
さ

れ
、
管
理
主
義
的
学
校
運
営
の
「
よ
り
ど
と
ろ
」
と
な
る
と
同
時
に
、

「
よ
そ
の
学
校
と
同
じ
乙
と
を
し
て
い
れ
ば
『
安
全
』
で
あ
る
」
と

い
う
学
校
運
営
に
お
け
る
消
極
性
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
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よ
う
な
「
規
則
」
に
よ
っ
て
形
式
を
整
え
る
た
め
の
雑
務
を
増
加
さ

せ
て
い
る
。
地
教
行
法
の
成
立
に
と
も
な
っ
て
廃
止
さ
れ
た
旧
教
育

委
員
会
法
第
一
条
で
は
「
乙
の
法
律
の
目
的
」
と
し
て
「
こ
の
法
律

は
教
育
が
不
当
な
支
配
に
服
す
る
乙
と
な
く
、
国
民
全
体
に
対
し
直

接
に
責
任
を
負
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
自
覚
の
も
と
に

公
正
な
民
意
に
よ
り
、
地
五
の
実
情
に
即
し
た
教
育
を
行
う
た
め
に
、

教
育
委
員
会
を
設
け
、
教
育
本
来
の
巨
的
を
達
成
す
る
乙
と
を
目
的

と
す
る
。
」
と
う
た
わ
れ
て
い
た
が
、
地
教
行
法
で
は
こ
の
よ
う
な
地

域
に
即
し
た
教
育
を
行
う
と
い
う
視
点
は
葬
り
去
ら
れ
、
そ
れ
に
か

わ
っ
て
中
央
集
権
的
な
管
理
主
義
的
教
育
行
政
の
体
系
が
つ
く
り
上

げ
ら
れ
た
。

地
教
行
法
の
成
立
に
ひ
き
つ
づ
い
て
「
勤
務
評
定
」
と
「
学
留
指

導
要
領
」
の
「
拘
束
性
」
の
強
化
が
矢
つ
ぎ
ば
ゃ
に
行
わ
れ
た
。
「
勤

務
評
定
」
は
地
教
行
法
第
四
六
条
の
規
定
に
盛
ら
れ
て
お
り
、
新
し

く
任
命
制
と
な
っ
た
教
育
委
員
会
の
最
初
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
一
九

五
六
（
昭
三
一
）
年
十
月
に
愛
媛
県
教
育
委
員
会
が
そ
の
実
施
を
決

定
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
文
部
省
は
地
教
行
法
に
新
し
く
規
定
さ
れ

た
文
部
大
臣
の
都
道
府
県
教
育
委
員
会
へ
の
「
措
置
要
求
権
」
お
よ

び
「
指
導
助
言
権
」
を
後
だ
て
に
し
て
各
県
教
育
委
員
会
に
そ
の
実

施
に
圧
力
を
か
け
た
。
ま
た
乙
の
間
一
九
五
七
（
昭
二
一
二
）
年
十
二

月
に
は
小
・
中
学
校
の
教
頭
の
職
制
化
の
省
令
が
公
布
さ
れ
、
学
校

の
職
階
制
が
強
化
さ
れ
は
じ
め
た
。
一
九
五
八
（
昭
一
二
三
）
年
七
月

に
は
校
長
に
管
理
職
手
当
を
支
給
す
る
法
案
が
強
行
可
決
さ
れ
た
。
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こ
の
よ
う
な
過
程
で
そ
れ
ま
で
組
合
員
で
あ
っ
た
校
長
も
離
脱
す
る

者
が
多
く
な
っ
た
。

「
勤
評
」
実
施
が
文
部
省
の
「
指
導
」
の
も
と
で
全
間
的
な
動
き

と
な
る
中
で
、
一
九
五
七
（
昭
三
二
）
年
八
月
、
新
教
組
は
新
潟
県

教
委
に
対
し
て
本
県
で
は
実
施
し
な
い
よ
う
、
申
し
入
れ
た
。
乙
の

問
、
勤
評
反
対
闘
争
は
全
国
的
に
燃
え
ひ
ろ
が
っ
た
。
京
郎
、
高
知
、

北
海
道
の
教
育
委
員
会
は
反
対
の
意
向
を
示
し
た
。
し
か
し
新
潟
県

教
委
は
実
施
の
意
向
を
く
ず
さ
ず
、
翌
一
九
五
八
（
昭
一
二
三
）
年
四
月

十
八
日
に
は
「
県
試
案
」
を
発
表
し
、
九
月
十
八
日
に
は
地
教
委
に

対
し
て
計
画
ど
お
り
勤
評
実
施
の
決
意
を
伝
え
た
。
し
か
し
地
教
委

連
絡
協
議
会
は
二
か
月
の
延
期
を
申
し
入
れ
た
。
結
局
、
勤
評
提
出

期
限
は
十
二
月
五
日
と
さ
れ
た
。
乙
の
閥
、
十
月
二
八
日
、
十
一
月

五
目
、
十
一
月
二
十
六
日
に
は
白
教
組
の
全
国
統
一
行
動
が
組
織
さ

れ
た
。
こ
れ
ら
の
過
程
で
教
員
の
職
場
の
民
主
化
に
対
す
る
自
覚
と

要
求
は
か
つ
て
な
く
高
ま
り
を
み
せ
た
。

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
組
合
運
動
と
職
場
の
民
主
化
要
求
の
高

揚
を
お
そ
れ
た
「
学
閥
」
は
、
勤
評
闘
争
後
、
組
合
の
切
り
く
ず
し

を
画
策
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
勤
評
人
事
」
と
い
わ
れ
る
活
動
家
の
分

散
人
事
な
ど
を
行
な
っ
た
が
、
「
勤
評
人
事
」
を
い
か
に
う
ま
く
や

る
か
は
「
派
閥
」
の
腕
の
み
せ
ど
こ
ろ
と
も
い
わ
れ
た
（
「
師
範
閥
」

l
あ
す
の
教
育
界
の
た
め
に
考
え
る
凶
、
「
新
潟
日
報
」
一
九
六
五
年
六
月

四
日
付
）
。
乙
の
問
、
「
学
閥
」
か
ら
の
攻
勢
・
懐
柔
で
「
学
閥
」

と
組
合
の
板
パ
サ
ミ
に
な
っ
て
苦
し
む
組
合
員
や
急
速
に
組
合
活
動
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か
ら
は
な
れ
て
「
学
閥
」
に
す
り
寄
る
よ
う
に
な
っ
た
教
員
も
少
な

く
な
か
っ
た
。
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「
教
育
内
容
統
制
」
と
し
て
の
「
学
習
指
導
要
領
」
の
改
訂

ー
ー
そ
の
「
拘
束
性
」
の
強
化
と
「
道
徳
」
の
「
特
控
」
｜

前
述
の
池
田
・
ロ
パ

1
ト
ソ
ン
会
談
の
「
路
線
」
に
そ
っ
て
教
育

内
容
に
も
変
更
・
統
制
が
加
え
ら
れ
た
二
九
五
五
（
昭
三
O
）
年
に

は
社
会
科
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
、
「
愛
国
心
」
が
登
場
し
、
ま
た

「
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
平
和
憲
法
を
守
る
か
」
と
い
う
単

元
は
姿
を
消
し
た
。
一
九
五
八
（
昭
一
二
三
〉
年
七
月
、
勤
評
闘
争
の

さ
な
か
に
小
・
中
学
校
の
「
学
習
指
導
要
領
」
の
全
面
改
訂
案
が
示

さ
れ
た
。
乙
の
改
訂
に
よ
っ
て
「
道
徳
」
が
特
設
さ
れ
、
「
学
校
行

事
」
が
新
た
に
加
わ
っ
た
。
「
学
校
行
事
」
で
は
祝
祭
日
に
は
「
国

旗
」
を
掲
載
し
、
「
君
が
代
」
を
斉
唱
さ
せ
る
乙
と
が
望
ま
し
い
と

さ
れ
た
。
「
道
徳
」
の
時
聞
は
規
定
の
整
備
を
ま
た
ず
そ
の
年
の
四

月
か
ら
「
先
取
り
」
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
「
道
徳
の
時
間
」
を
乙
と

さ
ら
強
調
す
る
た
め
文
部
省
令
（
「
学
校
教
育
法
施
行
規
則
」
）
に
お
い

て
「
教
育
課
程
」
と
は
各
教
科
、
特
別
教
育
活
動
、
学
校
行
事
お
よ

び
「
道
徳
」
の
四
領
域
（
の
ち
に
「
特
別
教
育
活
動
」
と
「
学
校
行
事
」

は
統
合
し
て
「
特
別
活
動
」
と
怠
れ
た
）
か
ら
編
成
さ
れ
る
も
の
と
し

た。
文
部
省
が
道
徳
教
育
の
特
設
を
い
い
だ
し
た
頃
、
県
下
で
も
そ
の

研
究
協
議
会
が
郡
市
ご
と
に
行
な
わ
れ
た
。
魚
沼
で
の
協
議
会
の
席

3 

上
、
「
と
き
わ
会
」
、
「
公
孫
会
」
の
ど
ち
ら
の
色
つ
き
で
も
な
い

一
人
の
教
師
が
、
講
師
の
県
教
委
指
導
主
事
（
「
公
孫
会
」
）
に
「
従

来
の
生
活
指
導
を
通
し
て
も
り
っ
ぱ
に
行
な
え
る
道
徳
教
育
を
、
な

ぜ
特
設
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
？
」
と
、
く
い
下
が
っ
た
。
も
っ
と

も
す
ぎ
る
質
問
に
、
さ
す
が
の
指
導
主
事
も
、
一
瞬
グ
ッ
と
詰
ま
っ
た

が
、
と
の
時
の
公
孫
会
系
受
講
員
の
態
度
が
見
事
？
だ
っ
た
。
お
家

の
大
事
と
ば
か
り
、
次
々
に
立
ち
上
が
る
と
「
今
の
質
問
は
偏
見
だ
」

と
き
め
つ
け
、
公
孫
会
主
事
の
急
場
を
救
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中

に
は
き
の
う
ま
で
、
現
場
で
は
同
じ
疑
問
を
と
な
え
て
い
た
教
員
も

多
数
い
た
と
い
う
（
「
師
範
閥
」
閥
、
新
潟
日
報
、
一
九
六
五
年
六
月
三
日

付
）
。
現
在
、
「
道
徳
」
に
関
す
る
形
式
的
な
「
校
内
研
修
」
等
は
雑

務
増
大
の
一
因
と
も
な
っ
て
い
る
。

乙
の
年
の
「
学
習
指
導
要
領
」
の
改
訂
は
し
か
し
、
そ
の
内
容
の

変
更
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
「
性
格
」
の
変
更
を
も
狙
う
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
「
指
導
要
領
」
は
文
部
省
の
「
著
作
物
」
に
す

ぎ
ず
、
教
師
が
教
育
内
容
を
自
主
的
に
構
成
す
る
際
の
「
参
考
」
に

す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
乙
の
改
訂
で
「
官
報
告
示
」
と
い
う
形
を
と
る

乙
と
に
よ
っ
て
「
拘
束
力
」
が
あ
る
と
の
「
解
釈
」
が
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
乙
の
と
と
は
教
科
書
や
「
指
導
書
」
の
内
容
検
定
・

統
制
に
道
を
ひ
ら
き
、
ま
た
日
常
の
教
育
現
場
に
お
い
て
も
地
域
や

子
ど
も
の
実
情
に
即
し
て
豊
か
な
教
育
内
容
を
編
成
す
る
と
い
う
教

師
の
意
欲
を
そ
ぎ
、
教
科
書
と
市
販
テ
ス
ト
に
た
よ
る
教
育
内
容
の

形
式
主
義
化
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
当
時
、
新
教
組
は
こ
の
「
指
導
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要
領
」
改
訂
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
県
教
委
に
そ
の
「
伝
達
講
習
会
」

の
中
止
を
申
し
入
れ
る
な
ど
し
て
た
た
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
一
連
の
管
理
主
義
教
育
路
線
が
全
体
と
し
て
教
育

を
通
じ
て
ど
の
よ
う
な
人
閣
が
育
つ
乙
と
を
「
期
待
」
し
て
行
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
か
は
一
九
六
五
（
附
四
O
）
年
一
月
の
中
教
審
中
間

草
案
「
期
待
さ
れ
る
人
間
像
」
（
主
査
高
坂
正
顕
）
に
如
実
に
示
さ

れ
た
。
そ
こ
に
は
「
帰
属
社
会
へ
の
忠
誠
心
」
と
分
に
甘
ん
じ
て
仕

事
に
打
ち
こ
む
「
労
働
意
欲
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
労

資
協
調
」
の
も
と
で
生
産
性
を
高
め
よ
う
と
す
る
財
界
か
ら
の
教
育

要
求
の
反
映
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
そ
乙
で
は
「
日
本
人
と
し
て
の
自

覚
」
と
と
も
に
「
天
皇
へ
の
敬
愛
の
念
」
が
と
か
れ
た
が
、
乙
れ
は

「
有
事
の
際
」
の
「
祖
国
を
守
る
決
意
」
に
も
通
じ
る
と
さ
れ
た
。

新潟県教育界における「学閥j問題（第七回）

4
、
民
主
的
教
師
集
団
形
成
を
分
断
す
る
「
主
住
制
」
・
「
初
任

者
研
修
」

一
九
七
四
（
畷
也
九
）
年
二
月
二
十
五
日
に
は
「
学
校
教
育
の
水

準
の
維
持
向
上
の
た
め
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
育
職
員
の
人
材
確

保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
」
（
「
人
確
法
案
」
）
が
一
年
が
か
り

で
成
立
し
た
。
乙
れ
は
そ
の
法
案
の
中
に
教
頭
職
が
明
記
さ
れ
て
お

り
、
教
頭
法
制
化
の
露
払
い
と
な
る
と
と
も
に
「
主
任
手
当
」
支
給

の
伏
線
と
も
な
っ
て
い
た
。
つ
♂
つ
い
て
六
月
一
日
に
は
教
頭
職
法
制

化
の
た
め
の
学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
が
強
行
成
立
し
た
。
乙
れ
に

よ
っ
て
「
管
理
職
」
と
し
て
の
教
頭
の
立
場
が
「
明
確
」
に
さ
れ
、
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教
師
と
教
頭
と
の
「
職
階
的
分
断
」
が
行
わ
れ
た
。
一
九
七
五
（
昭

五
O
）
年
十
月
十
五
日
に
は
文
部
省
は
小
・
中
・
高
校
に
教
務
・
生

活
・
健
康
の
三
部
長
（
主
任
）
を
設
置
す
る
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。

十
二
月
一
日
、
日
教
組
は
そ
の
撤
回
を
求
め
て
全
国
統
一
闘
争
を
行

い
、
新
教
組
・
高
教
組
も
乙
れ
に
参
加
し
、
新
潟
市
で
は
一
四
O
O

人
の
組
合
員
が
新
潟
市
公
会
堂
を
う
め
つ
く
し
た
。
し
か
し
十
二
月

二
六
日
、
文
部
省
は
主
任
「
制
度
化
」
の
た
め
の
学
校
教
育
法
施
行

規
制
の
改
正
を
強
行
し
た
。
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
一
九
七
六
（
昭

五
二
年
一
月
二
七
日
に
鹿
児
島
県
教
委
が
主
任
制
実
施
の
た
め
に

市
町
村
立
学
校
管
理
規
制
を
改
正
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
三
月
一

g

k
は
十
四
県
、
五
月
七
日
ま
で
に
は
四
十
県
で
主
任
制
が
実
施
さ
れ

た
。
新
潟
県
で
は
組
合
や
「
各
界
懇
談
会
」
な
ど
に
結
集
し
て
多
く

の
県
民
が
そ
の
実
施
に
反
対
し
た
。
し
か
し
一
九
七
六
年
四
月
十
五

B
、
県
教
委
は
学
校
管
理
規
則
の
改
正
を
強
行
し
、
市
町
村
教
育
委

員
会
に
「
準
則
」
と
し
て
こ
れ
を
示
し
、
地
教
行
法
に
も
と
づ
く
「
指

導
助
一
言
」
・
「
措
置
要
求
」
権
を
背
景
に
そ
の
実
施
を
迫
っ
た
。
新

教
連
（
新
教
組
・
高
教
総
）
で
は
そ
の
強
行
に
抗
議
し
、
五
月
二
五
日

に
は
県
教
委
と
確
認
書
等
を
交
わ
し
て
「
主
任
制
」
が
従
来
の
校
務

分
掌
と
か
わ
ら
な
い
乙
と
、
「
準
則
」
の
取
り
扱
い
は
市
町
村
教
委

の
主
体
性
を
尊
重
す
る
と
と
、
そ
し
て
「
校
務
分
掌
を
命
ず
る
」
と

は
教
職
員
の
意
向
を
充
分
尊
重
し
て
決
定
す
る
と
と
な
ど
を
認
め
さ

せ
た
。
乙
の
主
任
制
導
入
反
対
の
た
た
か
い
は
職
場
の
民
主
化
の
一

つ
の
契
機
と
も
な
り
、
ま
た
組
合
員
の
団
結
は
「
主
任
手
当
」
の
組
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合
拠
出
の
運
動
と
も
な
っ
た
。
た
と
え
ば
新
潟
市
教
組
で
は
乙
の
あ

と
校
務
分
掌
の
み
な
お
し
、
子
ど
も
の
教
育
を
掌
る
教
師
の
本
務
を

大
切
に
し
、
雑
務
排
除
、
諸
権
利
（
と
く
に
研
修
語
）
の
確
立
、
教
研

活
動
を
さ
か
ん
に
し
、
ど
の
子
に
も
わ
か
る
授
業
実
践
を
す
す
め
、

父
母
と
連
帯
し
て
民
主
教
育
を
推
進
す
る
、
な
ど
を
方
針
と
し
た
運

動
が
進
め
ら
れ
た
（
前
掲
、
「
新
潟
市
教
職
員
労
働
運
動
史
」
）
。
と
の

よ
う
な
運
動
を
結
実
さ
せ
て
い
く
と
と
が
、
「
職
階
制
」
の
導
入
・

厚
層
化
に
よ
る
教
師
の
分
断
を
許
さ
ず
、
民
主
的
な
職
場
と
教
師
集

団
を
形
成
し
、
子
ど
も
や
父
母
・
県
民
の
教
育
要
求
に
こ
た
え
て
い

く
道
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
一
九
八
七
年
（
昭
六
三
）
年
八
月

七
日
の
臨
教
審
第
四
次
（
最
終
〉
答
申
は
お
お
か
た
の
「
期
待
」
を

裏
切
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
乙
で
は
子
ど
も
や
父
母
・
教
師
の
か

か
え
て
い
る
具
体
的
で
切
実
な
問
題
の
解
決
や
教
育
条
件
の
整
備
に

は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
管
理
主
義
教
育
路
線
の
「
今
日

的
帰
結
」
と
し
て
「
初
任
者
研
修
」
や
財
界
の
大
学
支
配
の
た
め
の

「
大
学
審
議
会
」
の
設
置
、
あ
る
い
は
「
君
が
代
」
、
「
日
の
丸
」

の
一
層
の
強
制
な
ど
、
右
翼
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
と
で
の
教
育
の
管

理
・
統
制
の
さ
ら
な
る
強
化
と
選
別
的
な
「
人
材
養
成
」
や
教
育
の

「
国
際
化
」

K
端
的
な
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
大
企
業
の
「
教
育
要

求
」
が
基
軸
に
す
え
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、
こ
の
よ
う
な
「
管
理
主

義
教
育
路
線
」
と
教
師
・
父
母
・
乙
ど
も
の
切
実
な
教
育
要
求
と
の

矛
盾
は
、
ま
す
ま
す
深
刻
に
、
か
つ
鋭
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
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c、
学
校
の
民
主
的
運
営
と
「
学
問
」

l
！
と
く
に
「
校
務
分
掌
」

を
め
ぐ
っ
て
l
l

職
員
会
識
の
活
性
化
は
学
校
の
民
主
的
運
営
の
か
な
め

｜
｜
「
校
務
分
掌
」
組
織
に
み
る
職
員
会
鵠
の
位
置
づ
け
｜
｜

学
校
が
活
力
あ
る
教
育
の
場
で
あ
る
た
め
に
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り

の
教
員
の
自
発
性
と
、
教
師
と
し
て
の
自
律
的
な
専
門
性
が
尊
重
さ

れ
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
教
師
集
団
の
討
議
と
総
意
に
も
と
。
つ
い
て

学
校
の
運
営
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
日
本
で
は
戦
前

か
ら
学
校
に
は
「
職
員
会
議
」
が
置
か
れ
て
き
た
が
、
学
校
運
営
の

カ
ナ
メ
と
し
て
、
そ
れ
が
名
実
と
も
に
そ
の
機
能
を
は
た
す
と
と
が

期
待
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
学
校
に
お
け
る
「
分
業
と
協
業
の

し
く
み
」
（
城
丸
章
夫
「
管
理
主
義
教
育
」
、
一
九
八
七
年
、
新
日
本
新
脅
）

で
あ
る
校
務
分
掌
に
つ
い
て
も
、
教
員
の
総
意
に
も
と
づ
い
て
、
民

主
的
な
方
法
で
決
め
ら
れ
る
乙
と
が
学
校
の
活
性
化
に
は
欠
か
せ
な

い
。
し
か
し
歴
代
の
自
民
党
・
文
部
省
に
よ
る
「
管
理
主
義
教
育
」

路
線
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
教
職
員
の
総
意
に
も
と
づ
い
て
学
校
運

営
を
行
な
う
乙
と
を
「
敵
視
」
し
、
か
わ
っ
て
校
長
の
「
権
限
」
や

そ
れ
を
「
補
助
す
る
」
も
の
と
し
て
の
教
頭
や
「
主
任
」
な
ど
の

「
職
階
制
」
を
強
化
し
、
あ
わ
せ
て
教
職
員
の
「
職
階
的
分
断
」
を

は
か
つ
て
き
た
。
校
務
分
掌
に
つ
い
て
も
「
学
校
管
理
規
則
」
に
よ

っ
て
、
「
校
長
が
命
ず
る
」
も
の
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
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こ
の
よ
う
な
「
職
階
制
」
の
「
厚
層
化
」
に
よ
っ
て
教
師
集
団
は
分

断
さ
れ
、
「
中
間
管
理
職
」
、
と
く
に
教
頭
は
「
上
」
に
弱
く
、
「
下
」

に
い
ば
る
と
い
う
「
悲
し
い
性
」
に
陥
り
や
す
い
構
造
が
で
き
上
が

っ
て
い
る
。

さ
て
学
校
に
お
け
る
職
員
会
議
の
位
置
づ
け
や
校
務
分
掌
に
つ
い

て
、
新
潟
県
の
学
校
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
具
体
的
に
み
て
み
よ
う

（資料
1
A
1
D
）
（
い
ず
れ
も
一
九
八
六
年
度
の
例
）
。

A
は
中
越
地
区
の
あ
る
高
等
学
校
（
専
任
教
員
四
四
名
）
の
校
務
分

掌
の
例
で
あ
る
。
職
員
会
議
が
学
校
の
総
意
を
示
す
も
の
と
し
て
の

位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
運
営
機
関
で
あ
る
「
職
員
会
議
運
営

委
員
会
」
が
そ
の
下
部
機
関
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

B
は
長

岡
市
内
の
あ
る
中
学
校
（
学
級
数
十
三
・
教
員
数
二
十
二
）
の
例
で
、
現

在
の
管
理
主
義
教
育
下
で
の
新
潟
県
の
小
・
中
学
校
に
お
け
る
校
務

分
掌
の
「
標
準
的
」
な
型
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
乙
の
学
校
の

場
合
に
は
職
員
会
議
の
ほ
か
に
「
運
営
委
員
会
」
が
設
け
ら
れ
、
教

頭
、
教
務
主
任
お
よ
び
各
学
年
の
学
年
主
任
の
計
五
名
（
B
・
C
・

E
－
H
－
K
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
運
営
委
員
会
」
が
職

員
会
議
を
「
盛
り
上
げ
る
」
た
め
の
補
助
機
関
に
な
る
か
、
そ
れ
と

も
そ
れ
を
形
骸
化
す
る
た
め
の
機
聞
に
な
る
か
が
学
校
の
民
主
的
運

営
の
わ
か
れ
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

C
は
西
蒲
原
郡
の
あ
る
小
学

校
（
学
級
数
十
二
・
教
員
数
十
七
）
の
例
で
あ
る
。
「
校
会
」
と
は
韓
民

会
議
の
乙
と
で
あ
る
。
乙
の
学
校
で
は
「
企
画
委
員
会
」
は
一
九
八

O
（
昭
五
五
）
年
度
よ
り
設
け
ら
れ
た
。
当
時
、
教
員
数
は
校
長
、

新潟県教育界における「学閥」問題（第七回）83 

教
頭
を
含
め
て
も
十
一
名
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
教
頭
、
「
教
務

主
任
」
を
含
む
四
名
か
ら
な
る
「
企
画
委
員
会
」
が
わ
ざ
わ
ざ
作
ら

れ
た
。
乙
の
「
わ
ざ
わ
ざ
作
る
」
と
い
う
と
乙
ろ
に
校
務
分
掌
の
形

式
化
と
校
務
の
多
忙
化
の
原
因
の
一
つ
が
あ
る
。
ま
た
一
九
八
三

（
昭
五
八
）
年
度
よ
り
、
そ
れ
ま
で
「
標
準
型
」
で
あ
っ
た
校
会
の

位
置
が
、
現
在
の
よ
う
に
教
頭
の
「
直
下
」
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

D
は
新
潟
市
内
の
あ
る
小
学
校
（
学
級
数
二
八
・
教
員
数
ゴ
一
四
）

の
例
で
あ
る
が
、
乙
の
学
校
で
は
「
職
員
会
議
」
は
学
校
運
営
組
織

か
ら
姿
を
消
し
、
か
わ
っ
て
「
教
務
主
任
」
が
教
頭
の
「
直
下
」
に

登
場
し
て
い
る
。
「
運
営
委
員
会
」
は
教
頭
を
含
め
教
務
主
任
、
生

活
指
導
主
任
、
研
究
主
任
お
よ
び
一
年
か
ら
六
年
ま
で
の
学
年
主
任

の
計
十
名
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
学
校
は
文
部
省
の
「
道
徳
教

育
推
進
校
」

K
指
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
校
長
、
教
頭
、
教
務
主
任
、

研
究
主
任
、
生
活
指
導
主
任
は
す
べ
て
「
と
き
わ
会
」
で
あ
る
。
乙

の
学
校
は
戦
前
よ
り
「
と
き
わ
会
」
が
校
長
ポ
ス
ト
を
占
有
し
、
「
と

き
わ
会
」
が
「
根
を
張
っ
て
き
た
」
学
校
で
あ
る
が
、
そ
の
校
歌
に

も
「
と
き
わ
の
松
の
線
を
張
り
て
風
雪
に
耐
え
ぬ
幾
百
年
」
と
う
た

わ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
乙
の
校
歌
の
作
詞
者
も
「
と
き
わ
会
」
で

あ
る
。こ

の
よ
う
な
学
校
管
理
体
制
の
な
か
で
、
教
員
が
何
年
生
を
担
当

す
る
か
な
ど
学
校
運
営
と
教
員
の
仕
事
の
根
本
に
か
か
わ
る
乙
と
も

「
校
長
の
命
令
」
で
行
な
わ
れ
る
乙
と
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

ま
た
過
大
に
形
式
化
・
煩
雑
化
し
た
学
校
運
営
組
織
は
そ
の
学
校
の
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B.長岡市内のある中学校（学級数13，教員数22)

B. C. D.E. F.G. I. K.M.O 11081 
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D.新潟市内のある小学校（学級数28，教員数34)
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A.中館地区のある高校（専任教員数44名）
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「アト門
倒敏企壷幹
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ま

c.西蒲原郡のある小学校（学級数12，教員数17)
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か
か
え
て
い
る
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
機
能
的
で
な
い
乙
と
が
多
い

ば
か
り
か
、
教
師
の
過
重
労
働
の
一
因
と
も
な
っ
て
い
る
。
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類
型
化
す
る
校
務
分
掌
の
「
形
式
」

ー

l
「
協
業
」
の
視
点
を
ふ
ま
え
、
実
情
に
あ
っ
た
校
務
分
掌
の

工
夫
を
l
l

さ
て
B
中
学
校
、

C
小
学
校
、

D
小
学
校
の
校
務
分
掌
の
特
徴
に

つ
い
て
も
う
少
し
具
体
的
に
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
校
務
分
掌
の
大
区

分
の
形
式
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
認
め
ら
れ
る
。
第
一
の
タ
イ
プ
は

B
中
学
校
お
よ
び
C
小
学
校
の
よ
う
に
、
ま
ず
「
指
導
的
」
（
「
教
務

的
」
）
部
門
と
「
管
理
的
」
部
門
に
二
大
別
す
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。

乙
の
場
合
、
「
指
導
的
」
部
門
の
担
当
責
任
者
K
は
教
務
主
任
が
、

「
管
理
的
」
部
門
の
担
当
責
任
者
に
は
教
頭
が
充
て
ら
れ
て
い
る
乙

と
が
多
い
。
第
二
の
タ
イ
プ
は
D
小
学
校
の
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
二

大
分
岐
を
行
な
わ
ず
、
「
管
理
的
」
部
門
も
校
務
部
あ
る
い
は
教
務

部
、
庶
務
部
と
い
っ
た
形
で
「
指
導
的
」
部
門
の
部
と
並
列
し
て
い

る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
乙
の
場
合
、

D
小
学
校
の
場
合
の
よ
う
に
、
教

務
主
任
が
そ
の
全
体
を
担
当
す
る
場
合
が
多
い
が
、
そ
れ
で
は
本
来
、

「
管
理
職
」
の
や
る
べ
き
仕
事
ま
で
教
務
主
任
の
「
守
備
範
囲
」
と

な
り
、
過
重
労
働
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

次
に
「
指
導
的
」
部
門
の
中
味
に
つ
い
て
み
る
と
、
お
お
む
ね
ど

乙
の
学
校
で
も
学
年
部
、
教
科
部
、
道
徳
部
、
特
別
活
動
部
、
生
徒

指
導
部
、
同
和
教
育
部
な
ど
が
お
か
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
岡
書
、
保

健
、
給
食
、
視
聴
覚
、
特
設
ク
ラ
ブ
な
ど
各
種
の
教
育
指
導
部
が
設

け
ら
れ
て
い
る
学
校
も
あ
り
、
中
学
校
で
は
さ
ら
に
進
路
指
導
部
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。
道
徳
部
は
教
科
部
か
ら
わ
ざ
わ
ぎ
独
立
さ
せ
て

設
け
ら
れ
て
い
る
乙
と
が
多
い
が
、
乙
れ
は
文
部
省
令
に
よ
る
教
育

課
程
の
「
領
域
区
分
」
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
乙
と
に
よ
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、

C
小
学
校
や
D
小
学
校
の
よ
う
に
「
研
究
推
進
委
員
会
」

が
校
務
分
掌
の
「
上
位
」
に
、
特
別
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
設

け
ら
れ
て
い
る
学
校
が
あ
る
。
乙
れ
は
「
上
か
ら
」
の
「
研
究
指
定

校
」
を
引
き
受
け
た
場
合
な
ど
に
設
け
ら
れ
る
乙
と
が
多
い
。
乙
れ

ら
の
「
指
定
研
究
」
は
学
校
や
子
ど
も
の
実
情
や
そ
の
問
題
か
ら
具

体
的
に
出
発
し
た
も
の
は
少
な
く
、
形
式
的
な
「
研
究
」
が
「
錦
の

御
旗
」
の
も
と
に
行
な
わ
れ
、
そ
の
「
実
施
」
や
「
発
表
」
の
た
め

の
書
額
づ
く
り
な
ど
の
仕
事
は
教
師
の
多
忙
化
に
拍
車
を
か
け
る
乙

と
も
少
な
く
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
校
務
分
掌
の
形
式
は
類
型
化
し

て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
各
種
委
員
会
の
設
置
な
ど
に
多
少
の
工
夫
を

と
ら
し
て
い
る
学
校
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
研
究
部
門
と
し
て
地

域
総
合
学
習
の
委
員
会
を
設
け
た
り
、
あ
る
い
は
肥
満
児
対
策
の
委

員
会
を
設
け
て
い
る
学
校
も
あ
る
。

校
務
分
掌
を
全
体
と
し
て
み
る
と
、
あ
ま
り
に
も
↑
形
式
化
・
細
分

化
さ
れ
す
ぎ
て
お
り
、
現
在
の
学
校
や
教
師
・
子
ど
も
の
か
か
え
て

い
る
問
題
に
機
能
的
に
対
応
し
き
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ

に
は
「
分
業
」
の
視
点
は
あ
っ
て
も
『
協
業
」
の
視
点
は
な
く
、
そ
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れ
に
か
わ
っ
て
「
ラ
イ
ン
」
と
し
て
の
「
上
下
の
命
令
・
菅
理
系
統
」

の
論
理
が
貫
徹
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
学
年
部
」
の
果
た
す
役
割

は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
特
別
活
動
や
生
徒
指
導
、
ク

ラ
ブ
活
動
、
各
種
教
育
な
ど
は
並
列
的
に
な
ら
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け

で
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
有
機
的
関
係
を
た
も
ち
な
が
ら
、
全
体

と
し
て
生
徒
の
生
活
指
導
や
人
間
的
成
長
を
援
助
す
る
の
か
と
い
う

視
点
は
十
分
で
は
な
い
。
「
研
究
推
進
委
員
会
」
に
い
た
っ
て
は
日

常
的
な
「
教
育
活
動
」
の
校
務
分
掌
と
は
全
く
か
け
離
れ
た
観
念
的

な
「
位
置
」
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
校
務
分
掌
の

「
指
導
的
」
部
門
の
中
に
「
学
習
指
導
」
と
「
生
徒
指
導
」
の
そ
れ

ぞ
れ
を
統
合
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
校
務
分
掌

の
例
〈
長
岡
市
内
の
あ
る
中
学
校
）
を
資
料
2
に
示
す
。

ζ

の
校
務
分

掌
例
で
は
「
学
習
指
導
委
員
会
」
と
「
生
徒
指
導
委
員
会
」
の
二
つ

の
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
「
職
員
研
修
」
は
そ
れ
ら
に
有
益
で
あ
る

べ
き
こ
と
を
願
う
よ
う
な
位
置
に
示
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、

現
在
、
形
式
化
・
細
分
化
し
た
校
務
分
掌
組
織
を
子
ど
も
に
対
す
る

指
導
の
総
合
性
と
教
師
集
団
の
学
校
運
営
に
お
け
る
「
協
業
」
の
視

点
に
も
と

J

つ
い
て
、
実
情
に
み
あ
っ
た
も
の
に
工
夫
し
て
い
く
こ
と

は
、
学
校
の
活
性
化
と
教
師
の
過
重
労
働
の
軽
減
な
ど
に
と
っ
て
重

要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

新潟県教育界における「学問」問題（第七回）

学
校
に
お
け
る
「
タ
テ
系
列
」
の
管
理
支
配

ー
「
職
階
制
」
を
「
裏
打
ち
』
す
る
「
派
閥
」
の
「
論
理
」
｜

87 

義克子z
ぷ益事

〈資料2）学宵指導委員会、生徒指導委員会を設砂、それらを「職員研修Jで結

んでいる校務分掌の例（長岡市のE中学校， 1986年）
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校
務
分
掌
の
問
題
に
は
、
今
ま
で
み
た
よ
う
に
、
学
校
運
営
組
織

（
校
務
分
掌
図
）
を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
す
る
か
、
と
い
う
問
題
の

ほ
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
署
を
だ
れ
が
担
当
す
る
の
か
、
お
よ
び
そ

れ
を
だ
れ
が
決
め
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
も
、
今
ま
で
み
た
よ
う
な
管
理
主
義
的
な
教
育
支
配
が
貫
徹
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
学
校
の
管
理
主
義
的
支
配
政
策
の
も
と
で
の
教
員

の
「
タ
テ
の
序
列
化
」
お
よ
び
そ
れ
と
校
務
分
掌
、
な
ら
び
に
「
派

閥
」
と
の
関
係
を
前
述
の
B
中
学
校
、

C
小
学
校
お
よ
び
D
小
学
校

の
場
合
に
つ
い
て
具
体
的
に
み
て
み
よ
う
。
な
お
そ
れ
ら
の
学
校
の

教
員
構
成
を
第
1
表
に
示
し
た
。

B
中
学
校
に
お
け
る
教
務
主
任
（
C
）
は
そ
の
年
、

B
中
学
校
に

転
任
し
て
き
た
。
教
員
の
異
動
に
あ
っ
て
は
「
教
務
主
任
」
に
な
る

と
と
を
コ
削
提
」
と
し
た
異
動
が
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
「
教
務
主
任
」
は
単
な
る
校
務
分
掌
に
お
け
る
「
一
時
的
」

な
職
務
で
は
な
く
、
校
長
、
教
頭
に
つ
ぐ
「
第
三
席
」
と
し
て
の
「
身

分
職
階
的
」
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
乙
の
ζ

と
は
教

員
内
に
お
け
る
「
タ
テ
の
序
列
」
観
を
助
長
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の

乙
と
に
よ
っ
て
「
教
務
主
任
」
が
「
教
頭
候
補
者
」
と
み
な
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
従
っ
て
「
管
理
職
」
を
「
派
閥
」
が
独
占
し
て
い
る

乙
と
と
あ
い
ま
っ
て
「
教
務
主
任
」
に
は
ほ
と
ん
ど
の
学
校
で
派
閥

会
員
が
「
任
命
」
さ
れ
、
「
教
務
主
任
」
は
一
教
員
と
し
て
の
「
意

識
」
よ
り
も
「
管
理
職
の
下
請
け
」
と
い
う
「
意
識
」
を
持
た
さ
れ

や
す
い
。
「
研
究
主
任
」
も
し
ば
し
ば
管
理
職
へ
の
足
が
か
り
と
な

．．．．．・・・・・．．． ．．・．．．．．．・・・．・・・．．目・・・・・目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・............ ・・・・．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．目・．．．．．．．．・・目・・・・・・．．．．．．．．．．．．．目・・・・・目・・・・・・・田・・・・目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

る
。
と
く
に
「
研
究
主
任
」
が
ひ
た
す
ら
管
理
職
を
「
狙
っ
て
」
い

る
時
に
は
、
官
制
「
研
究
」
の
積
極
的
な
推
進
者
と
な
り
、
お
よ
そ

学
校
の
現
実
と
か
け
離
れ
た
「
研
究
」
の
た
め
に
校
内
の
他
の
教
員

ま
で
が
不
承
不
承
に
「
動
員
」
さ
れ
る
と
と
が
し
ば
し
ば
生
じ
て
い

る
。
し
か
し
ζ

の
よ
う
な
「
研
究
実
績
」
は
派
閥
の
な
か
で
は
し
ば

し
ば
「
評
価
」
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
事
情
で
「
研
究
主
任
」
も

ま
た
多
く
の
場
合
派
閥
会
員
が
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
比
較
的
規

模
の
大
き
な
学
校
で
は
「
庶
務
主
任
」
な
ど
を
置
い
て
「
教
務
主
任
」

や
「
研
究
主
任
」
に
「
次
ぐ
」
席
と
し
て
派
関
内
の
序
列
化
に
利
用

さ
れ
て
い
る
乙
と
が
あ
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
「
学
年
主
任
」
は
授
業
も
ま
る
ご
と
担
当
し
、

そ
の
学
年
の
生
徒
の
か
か
え
る
種
々
の
問
題
K
毎
日
、
具
体
的
に
直

面
す
る
校
内
に
お
け
る
最
も
多
忙
な
職
務
で
あ
る
。
し
か
し
「
学
年

主
任
」
は
校
内
に
複
数
の
人
数
が
い
る
た
め
に
、
ま
た
「
研
究
主
任
」

の
よ
う
な
「
研
究
業
績
」
も
多
忙
の
中
で
上
げ
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、

「
閥
内
競
争
」
に
お
け
る
「
実
績
」
に
な
り
に
く
い
。
し
た
が
っ
て

派
閥
会
員
に
は
年
令
の
上
昇
に
つ
れ
て
敬
遠
さ
れ
る
。

B
中
学
校
、

C
小
学
校
、

D
小
学
校
と
も
「
教
務
主
任
」
と
「
研
究
主
任
」
は
他

の
主
任
、
主
事
と
異
な
り
、
全
員
派
閥
会
員
が
占
め
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
「
主
任
制
」
は
新
潟
県
の
教
育
現
場
に
お
い
て
は
派
閥
に
よ
る

「
内
側
で
の
序
列
化
」
と
も
対
応
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
単
な
る
校

務
分
掌
に
お
け
る
一
つ
の
「
役
柄
」
か
ら
タ
テ
社
会
に
お
け
る
「
身

分
階
層
制
」
へ
と
転
化
し
て
い
る
。
な
お
B
中
学
校
の
場
合
の
「
学
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第 1表 B中学校、 C小学校、 D小学校の教員構成 (1986年度）

長岡市 B 中学位 西珊原郡 C 小学館

符号 砲 名 性別 年令 教科 Ill当・開店 派閥 符り 臆名 性別 年告 学w m 『 派間

A 校長 到 56 公援金 A 続長 リ｝ 57 河 t司会

B 段 踊 男 回 実 公孫金 B It 頭 ’l 
47 とされ会

c 敏 治 男 話 英 教窃主任 公係会 c 教諭 列 53 融局主任 ときわ会

D ，． 

” 
55 英 符開館主任 公孫会 D . リj 54 3 3 Iiド主任

E . F』
“ 

体国 I年E任・保健主事 公係会 E . リ1 46 6 研究E任・ 6年 t：任 ときわ会

F ，． 男 51 社 進路陶噂主事・ 3の4 ~· ， I;. 45 I II'主任

G ” 男 53 思 庶筋邸主任・ I白2 ときわ会 G ， 主 鴫 2 2年主任

H . 男 50 英美 2年主任生徒指導主事 ときわ会 H ，． k 47 4 生活指導主任. t;l; 51 同 健朗邸主任・ 2町4 ， リl 43 4 4年主任 ときわ会

J . 女 47 ll' 沼健主任・ IOJ I . t;. 34 5 5 If－主任

K ， 男 46 数 3年主任・僻究主任 ときわ金 K ’ t;. 古Z 6 

L . 男 42 体 2のl 公孫会 L . k 29 2 

M ，， 女 43 体 30》l M ，． t;. 鈎 3 

N ， 男 35 敬 3申 2 N ’ t;. 沼。， 女 28 理 1白 5 。. 91 お 5 保健 1事 ときわ会

p . 男 31 祉問 1の4 p 聾教 k 33 

Q ，． t;. 28 実 2田2

R ， 主 27 社 3の3

s ．， 女 27 家

T ，． 女 24 闘 1白 3

u ’ 男 24 住理 2の3

v 聾教 t;. 45 

続潟市 D 小学校

符号 Q 名 性別 年脅 学年 担l当 派閥 符り 島名 性別 年合 学庫 但当 探聞

A 佳品 男 58 ときわ全 R 教諭 t;. 41 :'i 

B 敏碩 男 関 ときわ会 s ， 主 38 2 

c 教諭 男 団 3 3年-1'.IE T ” 日1 36 6 ときわ会

D ，， !II 55 社図 教研主IE ときわ会 u . 』z 38 3 

E ， 男 54 5 5年主任 ときわ会 v . 主 36 

F . 男 52 2 2年主任 w ，． 女 39 6 保健主事

G ，， t;. 53 I I q;-r.1t x ，． 男 34 6 ときわ会

H . t;. 49 事 y 
” 列 34 5 

I ， 男 49 6 研究主任 ときわ会 z . 開 33 4 

J ， 立 49 2 • a・ 91 34 3 ときわ会

K ’ 珂 47 6 6年主任 ときわ会 b . 則 32 5 ときわ会

L ，． 女 45 5 c 9・ 主 31 

M a・ 男 44 4 生活指導主任 ときわ会 d ’ 電正 30 

N ， t;. 43 2 • . 主 剖 4 

。. 男 41 4 4年主任 検友会 f ，． t;. お

p ， 女 41 5 g . l.r: 22 3 

Q . 女 41 4 h 聾教 l.r: 泊
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年
主
任
」
は
各
学
年
と
も
学
級
担
任
で
な
い
保
健
主
事
（
E
）
、
牛
寵

指
導
主
事
（
H
）
、
研
究
主
任
（
K
）
が
「
兼
務
」
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
と
教
頭
、
教
務
主
任
を
加
え
た
五
名
で
「
運
営
委
員
会
」
が
構
成

さ
れ
て
い
る
。
乙
の
五
名
は
全
員
男
性
か
つ
派
閥
会
員
か
つ
年
令
四

六
才
以
上
で
あ
る
。
学
級
担
任
は
す
べ
て
四
三
才
以
下
の
教
員
に
よ

り
行
な
わ
れ
て
い
る
。

ζ

れ
は
派
閥
、
性
別
、
年
齢

κよ
る
「
見
事
」

な
「
機
能
分
離
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

..................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．・・．．・ ・．．．．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・E・・・・...・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．

D
「
派
関
」
の
新
入
会
員
謹
得
作
戦
の
実
態
と
そ
の
手
口

新
人
教
師
も
「
組
合
」
よ
り
ま
ず
「
派
閥
」
に
加
入

ー
ー
ま
す
ま
す
過
熱
・
「
低
年
令
化
」
す
る
「
派
閥
」
へ
の
勧
誘

i

「
派
閥
」
は
既
に
み
た
よ
う
に
、
単
な
る
「
同
窓
会
」
で
は
な
く
、

新
た
に
「
自
由
意
志
」
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
利
権
集
団
で
あ
る
。

一
九
五
一
（
昭
二
六
）
年
の
師
範
学
校
の
廃
止
、
あ
る
い
は
一
九
八

一
（
昭
五
六
）
年
の
新
潟
大
学
教
育
学
部
の
統
合
に
際
し
て
、
「
派

閥
」
が
な
く
な
る
乙
と
、
あ
る
い
は
そ
の
「
後
継
者
」
が
途
切
れ
る

と
と
に
よ
っ
て
や
が
て
は
「
派
閥
」
が
「
消
滅
」
す
る
と
と
を
「
期

待
」
す
る
人
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
常
に
「
期
待
」
は
裏
切

ら
れ
た
。
一
九
八
一
年
の
新
潟
大
学
教
育
学
部
の
統
合
に
よ
っ
て
、

特
定
の
大
学
・
学
部
・
分
校
と
の
関
係
が
よ
り
一
層
希
薄
に
な
っ
た

「
派
閥
」
は
、
出
身
校
に
関
係
な
く
新
人
の
「
獲
得
競
争
」
を
く
り

ひ
ろ
げ
て
お
り
、
暫
採
用
の
年
度
に
か
な
り
の
人
数
が
「
派
閥
」
に

加
入
す
る
と
い
う
「
低
年
令
化
」
が
進
行
し
て
い
る
。
「
と
き
わ
会
」

や
「
公
孫
会
」
に
は
毎
年
、
一
五
O
名
な
い
し
二

O
O名
程
度
が
そ

れ
ぞ
れ
の
「
派
閥
」
に
新
た
に
加
入
し
て
い
る
。
乙
れ
は
数
年
前
ま

で
は
、
「
派
閥
」
に
加
入
す
る
場
合
で
も
教
員
に
な
っ
て
か
ら
何
年

か
を
経
過
し
て
か
ら
加
入
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
の
と
比
べ
て
、
明

ら
か
に
「
過
熱
」
現
象
で
あ
る
。
組
合
に
入
る
よ
り
も
ま
ず
「
派

閥
」
に
加
入
す
る
と
い
う
の
が
「
常
態
」
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
あ
る

新
人
教
員
が
「
派
閥
」
か
ら
の
勧
誘
に
際
し
て
、
「
派
閥
と
は
何
か
。
」

と
の
説
明
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
「
組
合
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
よ
・
：

・
：
。
」
と
い
う
返
事
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
過
熱
し
た
派
閥

の
「
新
人
獲
得
」
作
戦
の
も
と
で
、
若
手
教
員
も
次
々
と
「
派
閥
」

に
組
み
入
れ
ら
れ
、
若
者
と
し
て
の
、
そ
し
て
教
師
と
し
て
の
正
義

惑
は
一
年
目
か
ら
つ
み
と
ら
れ
て
い
る
。
な
お
各
派
閥
ど
と
の
比
較

的
多
い
出
身
校
を
第
2
表
に
例
示
し
た
。

「
職
権
乱
用
」
と
「
利
益
誘
導
」
が
「
勧
誘
」
の
最
大
の
手
口

｜
l

「
大
義
名
分
」
の
な
い
派
閥
へ
の
「
黒
い
勧
誘
」
｜
｜

若
手
教
員
に
対
す
る
「
派
閥
」
へ
の
勧
誘
は
「
職
権
乱
用
」
と
「
利

益
誘
導
」
を
セ
ッ
ト
に
し
て
、
執
鋤
に
行
な
わ
れ
る
。
ま
さ
に
教
育

界
に
あ
る
ま
じ
き
「
黒
い
勧
誘
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
過
程
で
若
手

教
師
は
「
教
育
界
や
教
師
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
」
と
い
う
と
と
を
ま
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第2表各「派閥Jごとの比較的多い出身校の例示

ときわ会

新潟第一（新潟〉師範学校

新潟大学教育学部

新潟大学教育学務長岡分校

新潟大学理学部・法文学郎

北海道教育大学

弘前大学教育学習i

秋田大学教育学部

宮減教育大学

縞島大学教育学総

山形大学教育学部

埼玉大学教育学部

東京学芸大学

都留文科大学文学部

玉Ill大学文学部

文教大学教育学部

大東文化大学文学認

国土館大学文学部

日本大学文理学部・理工学部

帝京大学文学書官

日本体育大学体育学部

東洋大学文学部・社会学期1

早稲田大学教湾学部・文学期目

東京理科大学理工学部

法政大学文学部・法学部

東海大学文学部・政経学部

立命館大学文学部・産業社会学部

新濁会

日本大学文学部・経済学部

法政大学法学部・経済学部

明治大学文学$・政経学関

東洋大学文学部・法学部・社会学部

東京震科大学理工学部

慶応大学文学郎

早稲悶大学教育学部

大正大学文学在日

駒沢大学文学部

中央大学法学部・文学節

目本体育大学体育学部

国土館大学体育学費fl
竜谷大学文学部・経済学部

大谷大学文学部

長岡工業専i’q学校

東京農業大学

新潟大学農学総・理学部・人文学総

信州大学農学関1・建学部

般的（新潟）短期大学

公孫会

新潟第二（尚HD師範学校

新潟大学教育学部

新潟大学教符学部高！日分校

新海大学問学部・法文学部

秋悶大学教育学部1

宮城教育大学

払i島大学教育学部

山形大学教育学総

筑波大学

崎豆大学教育学部

東京学芸大学

双山大学教育学部

信州大学教育学郎

llll留文科大学文学部

玉Jll大学文学郎

文教大学教育学館

同学院大学文学部

ロ本大学文態学商店・理工学部

中央大学文学邸

日本体育大学14'~守学部
iii洋大学文学部・社会学郎

東京理科大学館工学部

法政大学文学部・法学部

東海大学文学部・政経学部

立命館大学文学部・産業社会学部

昭狗女子大学・短大

倹友会

三条巾・村総中（IEI制中学校｝

加茂農林学校

新潟第一師範学校特設研究科

新潟臨時教員獲成所

十日町・六日町助教翁講問所

高四農業高校

続発岡高・巻高・村上高・

六日町商・卜日町商（新僻l高校）

伯崎（新潟〉短期大学

玉川！大学｛通信教脊深夜）

法政大学（ ,, ) 

日本大学〈 ,, ) 

中央大学｛ ,, ) 

在日銀文科大学・短大

山形大学教育学部

福Cl;大学学芸学部

関東短期大学
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じ
め
に
考
え
て
い
る
余
裕
も
な
く
、
「
派
閥
」
に
ひ
き
ず
り
乙
ま
れ

る
。
そ
し
て
新
潟
県
の
教
育
界
に
お
い
て
は
「
派
閥
」
が
「
強
大
な

力
」
を
も
っ
て
い
る
た
め
に
、
「
教
育
界
と
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
だ
ろ

う
こ
と
い
う
気
に
さ
せ
ら
れ
、
「
派
閥
」
の
行
な
っ
て
い
る
乙
と
が

「
不
自
然
」
に
感
じ
な
い
よ
う
な
「
感
覚
」
に
さ
せ
ら
れ
て
い
く
。

げ
に
、
「
赤
信
号
、
み
ん
な
で
渡
れ
ば
乙
わ
く
な
い
乙
で
あ
る
。
乙

乙
で
は
「
黒
い
勧
誘
」
の
二
つ
の
主
な
類
型
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

・・・・．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．，．．．．．．．．．．．目・・・・・・・・・・・・・・・・．．目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－・．．．．．．．－－－－－－－－－－－－－．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・目・・・・・・・・・・・．．．．．・・・．．．．．目・・・・．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・・．．．．．．

ー
、
校
長
や
教
頭
に
よ
る
職
権
乱
用
と
「
利
益
鶴
導
」

勤
務
校
の
校
長
や
教
頭
が
「
個
人
的
」
に
呼
び
つ
け
て
「
派
閥
」

へ
の
加
入
を
迫
る
も
の
で
最
近
で
は
新
採
用
一
年
目
か
ら
行
な
わ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
時
の
理
由
は
「
人
事
異
動
の
時
に
有
利
に
な

る
」
と
い
う
こ
と
と
「
派
閥
に
入
れ
ば
『
勉
強
』
に
な
る
」
と
い
う

の
が
主
な
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
公
的
な
人
事
異
動
が
私
的
な
団
体

に
加
入
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
乙
と
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
明
ら
か
に
憲
法
違
反
の
不
当
な
行
為
で
あ
る
が
、
現
実
に
は

そ
の
よ
う
な
「
利
益
誘
導
」
が
ま
か
り
と
お
っ
て
い
る
。
ま
た
「
勉

強
に
な
る
」
か
ど
う
か
は
「
派
閥
」
の
真
の
教
育
的
力
量
か
ら
お
の

ず
と
判
断
さ
れ
る
と
と
で
あ
る
が
、
「
派
閥
」
に
加
入
す
る
乙
と
に

な
れ
ば
「
派
閥
」
の
統
制
の
も
と
で
教
員
生
活
を
お
く
る
乙
と
に
な

る
。
し
か
し
年
額
二

1
三
万
円
の
会
費
で
「
異
動
」
が
思
う
よ
う
に

な
れ
ば
「
安
い
も
の
」
と
考
え
る
若
手
教
員
も
増
加
し
て
い
る
。

派
閥
へ
の
「
勧
誘
」
に
は
直
接
、
校
長
が
あ
た
る
乙
と
も
あ
る
が
、

ま
ず
教
頭
が
話
を
も
ち
か
け
、
断
わ
る
と
次
に
校
長
が
あ
ら
わ
れ
る

と
い
う
例
も
多
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
勤
務
校
の
「
管
理
職
」
に
強

要
さ
れ
る
と
な
か
な
か
「
対
等
」
に
話
し
づ
ら
い
。
こ
れ
は
明
ら
か

に
「
職
権
乱
用
」
で
あ
る
。
な
か
に
は
「
乙
の
学
校
の
男
子
教
員
で

入
っ
て
い
な
い
の
は
君
だ
け
だ
。
」
と
か
、
「
派
閥
の
仕
事
も
し
な
い

で
同
じ
給
料
を
も
ら
っ
て
い
る
よ
な
ど
と
強
迫
す
る
例
も
あ
る
。
ま

た
勤
務
地
の
教
育
長
や
「
派
閥
」
の
「
青
年
部
」
が
直
接
、
「
勧
誘
」

に
の
り
だ
す
例
も
あ
る
。
校
長
と
教
頭
の
所
属
派
閥
が
異
な
る
場
合

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
留
守
」
を
見
計
ら
っ
て
「
勧
誘
」
に
く
る
。

「
と
き
わ
会
」
の
場
合
に
は
、
上
越
地
方
の
出
身
で
あ
れ
ば
一
た
ん

断
わ
る
と
「
あ
き
ら
め
る
」
乙
と
が
多
い
が
、
「
公
孫
会
」
の
場
合

に
は
ど
こ
の
地
域
の
出
身
で
あ
ろ
う
と
執
拙
に
「
勧
誘
」
す
る
。
こ

の
ζ

と
は
利
権
支
配
の
一
環
と
し
て
の
両
派
閥
の
「
地
域
支
配
」
の

実
態
に
対
応
し
て
い
る
。
第
1
図
（
小
学
校
）
お
よ
び
第
2
図
（
中

学
校
）
に
各
派
閥
の
郡
市
別
の
校
長
ポ
ス
ト
占
有
率
〈
パ
ー
セ
ン
ト
）

を
図
示
し
た
（
粟
島
は
岩
船
郡
か
ら
独
立
さ
せ
て
あ
る
）
。
な
お
乙
の
図

で
占
有
率
一

O
%以
下
を
孤
立
分
布
と
し
、
そ
の
学
校
名
を
示
し
た
。

乙
の
図
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
と
き
わ
会
」
の
上
越
地
方
に
お
け

る
校
長
の
「
指
定
席
」
は
小
学
校
で
は
上
越
市
和
田
小
学
校
、
東
頚

城
郡
北
山
小
学
校
、
中
頚
城
郡
原
通
小
学
校
の
三
校
・
の
み
で
中
学
校

は
ゼ
ロ
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
公
孫
会
」
は
上
越
地
方
の
校
長
ポ
ス

ト
の
大
部
分
を
「
占
有
」
し
、
か
つ
下
越
地
方
を
含
め
た
そ
れ
以
外

の
地
域
に
も
か
な
り
の
散
在
ポ
ス
ト
を
も
っ
て
い
る
。
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第 1図

〔ときわ会〕 I ノ

（公孫会〕 家主f細 1

〔検友会〕

校長ポストの都市別占有率 (1987年）

(1) （小学校）

。

。

- 100% 
90：；；；匿圏＜100%

75：：；五臣冨＜90%
50孟図画＜75%
25：：；玉~＜50%
10~EZ3<25% 

Eコ＜ JO~膨
れ印は弧立分布を示す）
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2
、
「
恩
師
」
や
地
縁
・
血
縁
・
同
窓
の
関
係
を
「
利
用
」
し
た

「
恩
義
」
と
「
し
が
ら
み
」
に
も
と
づ
く
「
庄
カ
」

「
派
閥
」
へ
の
「
勧
誘
」
は
勤
務
校
の
「
管
理
職
」
か
ら
だ
け
で

な
く
、
小
・
中
学
校
時
代
の
「
思
師
」
や
地
縁
者
や
血
縁
者
、
そ
れ

に
大
学
の
同
窓
の
「
先
輩
」
や
「
同
期
生
」
に
よ
っ
て
も
行
な
わ
れ

て
い
る
。
教
員
と
し
て
の
新
採
用
が
決
ま
る
や
い
な
や
、
か
つ
て
の

「
恩
師
」
か
ら
「
派
閥
」
へ
の
「
勧
誘
」
を
・
つ
け
た
例
は
多
い
。
一
川

・
附
属
学
校
の
教
員
が
、
か
つ
て
の
附
胤
学
校
時
代
の
「
教
え
子
」

を
「
勧
誘
」
す
る
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。
と
の
よ
う
な
「
思
師
」

か
ら
の
「
勧
誘
」
は
採
用
の
「
お
祝
い
」
の
一
席
を
設
け
て
酒
食
を

も
て
な
し
、
「
恩
義
」
を
再
確
認
し
て
行
な
わ
れ
る
ζ

と
も
多
い
。

教
員
が
「
師
弟
関
係
」
を
利
用
し
て
ま
で
も
派
閥
会
員
の
「
拡
大
再

生
産
」
を
し
て
い
る
点
に
も
新
潟
県
教
育
界
の
根
深
い
悲
劇
的
体
質

が
あ
る
。
「
教
え
子
」
に
「
派
閥
へ
の
加
入
」
を
す
す
め
る
乙
と
に

は
、
「
教
え
子
」
に
「
民
主
主
義
」
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
教

・・・・．．．．．．．．．．． ．． ．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
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臨
教
議
は
教
師
を
ど
う
し
よ
う
と
す
る
の
か
川

ー
「
初
任
者
研
修
」
試
行
の
尖
態
と
問
題
点

・
「
初
任
者
研
修
の
試
行
」
研
究
班

「
臨
教
権
」
と
附
山
内
児
教
育
：
：
：
市
川
勝
志
郎

不
知
火
海
大
検
診
に
参
加
し
て
・
・
・
・
・
・
関
川
智
子

新
潟
県
教
脊
界
に
お
け
る
「
学
閥
」
問
題
刷

：
：
「
学
閥
」
研
究
会
山

(2月25日発行予定）

え
て
き
た
か
（
教
え
て
乙
な
か
っ
た
か
）
と
い
う
ζ

と
が
端
的
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。

「
派
閥
へ
の
勧
誘
」
は
ま
た
地
縁
者
、
と
く
に
そ
の
地
域
の
教
育

界
の
「
有
力
者
」
や
同
郷
の
派
閥
教
員
を
通
じ
て
も
行
な
わ
れ
る
。

本
人
が
知
ら
な
い
と
乙
ろ
で
親
が
派
閥
加
入
の
「
お
願
い
」
に
い
く

と
い
う
例
も
あ
る
。
親
や
親
戚
が
教
員
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
筋

か
ら
も
「
圧
力
」
を
か
け
ら
れ
る
。
親
戚
に
多
数
の
教
員
が
お
り
、

そ
れ
が
同
一
派
閥
に
属
し
て
い
る
場
合
に
は
、
「
級
族
会
議
」
な
ど

に
よ
っ
て
「
圧
力
」
を
か
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の
特
定
の

大
学
の
出
身
者
は
、
た
と
え
ば
「
新
陽
会
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
問
中
間
」
を
形
成
し
て
お
り
、
大
学
同
窓
の
「
先
輩
」
か
ら
も
勧
誘

さ
れ
る
。
ま
た
各
派
閥
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
同
期
」
の
「
年
度
幹
事
」

が
「
勧
誘
」
に
あ
た
る
乙
と
も
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
場
合
、
見
落
し
て
な
ら
な
い
こ
と
は
「
派
閥
」
へ

の
加
入
が
し
ば
し
ば
教
員
採
用
K
あ
た
っ
て
の
「
コ
ネ
就
職
」
と
結

び
つ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
コ
ネ
」
を
使
っ
て
「
就
職
運
動
」
を

し
た
場
合
、
そ
の
相
手
方
は
教
育
関
係
者
で
あ
れ
ば
必
ず
「
派
閥
」

会
員
で
あ
り
、
そ
の
「
思
義
」
に
よ
っ
て
「
義
理
」
を
通
さ
ね
ば
な

ら
ず
そ
の
筋
か
ら
の
「
勧
誘
」
は
な
か
な
か
断
り
．
づ
ら
い
。
こ
の
よ

う
に
「
派
閥
」
は
「
コ
ネ
就
職
」
の
温
床
と
も
な
っ
て
お
り
、
そ
の

「
利
益
誘
導
」

H
「
思
義
」
の
関
係
が
、
管
理
職
ポ
ス
ト
支
配
や
人
事

異
動
を
め
ぐ
る
利
権
支
配
と
同
様
に
、
乙
乙
で
も
「
派
閥
」
の
組
織

維
持
と
教
員
の
統
制
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
（
つ
づ
く
）


